
宮前中学校同窓会規約

（名 称）

第1条 本会は、 宮前中学校同窓会と称する。

（目

第2条

的）

本会は、 会員相互の親睦を図り、 母校の教育活動を支援し、

発展に寄与することを目的とする。

（事務局）

第3条 本会は、 事務局を宮前中学校内に置く。

（会 員）

第4条 宮前中学校の卒業生・現旧教職員をもって会員とする。

歴代校長を名誉会員とする。

（総 会）

第5条

第6条

総会は、 会員をもって構成される。

総会は、 次の手続きをもって招集される。

① 役員会が、 必要と認めたとき

② 全会員の十分の一以上の要求があったとき

第7条 総会の決識は、 出席会員の三分の二以上を必要とする。

第8条 本会は、 活動単位として、 同期会を持つ。

（幹事会）

第9条 幹事会は、 幹事によって構成される。

第10条 各学年は、 3名以内の幹事を選出する。

（役員会）

第11条 役員の構成は、幹事会において会長1名・副会長3名・書記2名・

会計2名・監事2名で構成することを原則とする。

なお、 会計1名は宮前中学校副校長とする。

第12条 役員の任務は、 次のとおりとする。

① 会長は本会を代表し、 会務を総括する。

② 副会長は会長を補佐し、 会長に事故等ある時はその職務を

代理する。

③ 書記は本会の会議録を司る。

④ 会計は本会の会計を司る。

⑤ 会計監査は本会の経理を監査する。

⑥ 名誉会員は会長の諮問に応じる。

第13条 役員会は、 幹事会と協力して、 本会の目的を遂行する。




